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令和８年度 目黒区被保護者特定保健指導業務 委託事業者募集要項 

 

１ 募集目的 

生活保護法改正により令和３年１月から被保護者健康管理支援事業が施行され、全て

の福祉事務所において被保護者に対する生活習慣病の予防等、健康管理支援の取り組み

を推進することとなりました。 

目黒区では、生活習慣病の発症予防・重症化予防等の更なる取り組みの強化を図るため、

委託予定事業者を募集します。 

特定保健指導業務委託については、被保護者（中国残留邦人等支援給付対象者を含む。

以下本委託事業において同じ。）の健康面及び生活面にかかる特性を踏まえた支援がなさ

れるよう、事業者による企画提案により、企画力、技術力、実績等を含めた総合的な判断

を行い、契約相手として最適な提案者を選定します。 

当該選定に係る事項について、以下のとおり定めます。 

 

２ 業務の名称 

目黒区被保護者特定保健指導業務 

 

３ 委託契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※ ただし、円滑に事業を開始できるよう令和８年２月上旬から令和８年３月３１日まで

に現委託事業者との事務引き継ぎなどの準備を行っていただきます（経費については

今回の費用に含みます）。 

※ 履行状況が良好と認められる場合は、予算の配当を条件として、令和９年度から 

１０年度までについて、継続して契約を締結することとします。なお、契約は単年度ご

とに行います。 

 

４ 提案限度価格  

提案限度価格（消費税及び地方消費税相当額を含む）については、８，４４８，０００

円とします。提案した価格が提案限度価格を超える場合、提案は無効となります。 

※本件は、令和８年度予算が議会にて可決された場合において、令和８年４月１日に契約

が確定されることを前提としています。 

 

５ 提案者の資格及び条件 

提案できる事業者は、次の要件を全て満たす事業者とします。要件の基準日は様式１

「プロポーザル参加申込書」の提出日とします。 

ただし、その後において、要件を欠いた場合は、失格とする他、契約締結日以降に要件
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を欠いた場合についても同様とします。 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第２８条及び「特定

健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」（平成１９年厚生労働省令第１５７

号）に基づく、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１６条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」（平成２５年厚生労働省告示第９２号）第

２「特定保健指導の外部委託に関する基準」を満たしていること。 

（２）高齢者の医療の確保に関する法律及び関連政省令・告示等を遵守し、「標準的な健

診・保健指導プログラム（令和６年度版）」に基づいた特定保健指導（動機付け支援・

積極的支援）を実施すること。 

（３）社会保険診療報酬支払基金に特定保健指導機関として登録済みであること。 

（４）「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」及び「ＣＫＤ診療ガイド」（日本腎臓学会編）

に基づく保健指導について、被保護者の健康上の課題を踏まえて適切かつ円滑に実

施できること。 

（５）目黒区の競争入札参加資格を有していること。 

（６）事業の実施に意欲を有する事業者（法人）で、これまでに地方自治体において、３

募集事業等の受託実績（類似事業も含む）があること。 

（７）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、または

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いないこと。 

（９）東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、事業者の登録がされているこ

と。 

（10）目黒区から入札参加除外又は指名停止の措置を受けていないこと。 

（11）目黒区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年７月２８日付け目総契第４

０７０号決定）別表に規定する措置要件に該当しないこと。 

（12）別紙１「業務委託概要」の内容を満たすことができること。 

 

６ 委託事業の概要 

（１）募集する事業 

以下の事業の一体的な実施を予定しています。 

ア 特定健康診査を基本とする特定保健指導業務 

特定健康診査の結果データに基づく特定保健指導を要する者を支援対象に、被保

護者自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容の方向性を自らが

導き出し、新たな行動を継続できるよう保健指導を行う。 

イ 被保護者向けＣＫＤ（慢性腎臓病）重症化予防業務 
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主にＣＫＤ（慢性腎臓病）の重症化リスクが高い者を支援対象に、生活習慣改善を

目指した保健指導を行う。 

ウ 被保護者向け保健業務 

特定健康診査の受診勧奨、生活習慣病の発症予防・重症化予防に係る支援及び健康

相談等の被保護者の保健に係る活動を行う。 

（２）対象者及び保健指導対象予定者数 

対象者は目黒区の被保護者（７５歳以上の者を含む）とします。令和８年度の保健指

導対象者数（予定）は以下のとおりとします。 

ア 特定健康診査に基づく特定保健指導業務 

動機付け支援及び積極的支援を要する者          ６０名程度 

イ 被保護者向けＣＫＤ（慢性腎臓病）重症化予防業務 

主にＣＫＤ（慢性腎臓病）の重症化リスクが高い者     １０名程度 

ウ 被保護者向け保健業務                   

(ア)特定健診の対象者のうち効果的な受診勧奨が見込める者 １６０名程度 

(イ)生活習慣病の発症予防・重症化予防を要する者     １８０名程度 

(ウ)特定健診の結果等に関して、健康上の相談を希望する者  ３０名程度 

（３）実施方法等 

別紙１「業務委託概要」を参照してください。 

 

７ スケジュール 

日 程 内 容 

令和７年 １２月１５日（月） 募集要項の公表（目黒区公式ウェブサイ

ト、東京電子自治体共同運営電子調達サー

ビス） 

令和７年 １２月２２日（月）午後５時 質問票の受付締切 

令和７年 １２月２５日（木）頃 区から質問票提出者すべてに質問に対す

る回答書を送付 

令和８年 １月６日（火）午後５時 参加申込書の提出締切 

令和８年 １月７日（水） 提案書の提出者の選定通知送付 

令和８年 １月１３日（火）午後 5時 事業提案書類提出締切 

令和８年 １月２２日（木） １次審査（書類審査）結果通知送付 

令和８年 １月２６日（月） 最終審査（プレゼンテーション及びヒアリ

ング） 

令和８年 １月３０日（金） 最終審査結果通知送付 

令和８年 ２月上旬以降 契約に向けた協議開始 

  事業者交代に係る業務引継ぎ 
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令和８年 ４月１日（水） 契約締結・事業委託開始 

８ 質問の受付及び回答 

受付期間 令和７年１２月１５日（月）～１２月２２日（月）午後５時（必着） 

（１）質問方法 質問票（様式２）に 1 件ずつ記載し、電子メールに添付して提出 

※電子メール以外での提出は受け付けません。 

※メール件名に、「目黒区被保護者特定保健指導業務委託事業者募集に関する質問票

（事業者名）」と記載してください。 

（２）提出先 目黒区健康福祉部生活福祉課自立支援・審査係 

      電子メールアドレス sfuku08@city.meguro.tokyo.jp 

（３）回答方法 令和７年１２月２５日（木）頃に、質問事業者だけでなく質問票提出事業

者すべてにメールにて回答予定です。 

 

９ プロポーザル参加申込書の受付 

（１）プロポーザル参加申込書等の提出 

応募事業者は、次に掲げる書類を提出してください。目黒区は、その内容に基づき、項

番５によって事業者の参加資格を審査します。 

ア （様式１）プロポーザル参加申込書 

イ （様式４）事業者概要 

ウ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格審査受付票の写し 

（両面をコピーしたもの） 

（２）提出期間 令和７年１２月１５日（月）～令和８年１月６日（火）午後５時 

（３）提出先 目黒区健康福祉部生活福祉課自立支援・審査係 

電子メールアドレス sfuku08@city.meguro.tokyo.jp 

※メール件名に、「目黒区被保護者特定保健指導業務委託事業者募集の参加

申込書（事業者名）」と記載してください。 

（４）提出方法 電子メール又は持参（事前に来庁日時をお知らせください） 

（５）提出部数 １部 

（６）資格審査結果の通知 令和８年１月７日（水）までに電子メールで送付します。 

（７）留意事項 

・参加申込書を提出しなかった場合は、企画提案書を提出することはできません。 

・参加申込書を提出される際は、必ず電話で「15 問い合わせ先及び提出先」へ連絡し

てください。電話連絡なく書類が未着の場合は、区は責任を負いません。 

 

10 企画提案書の受付 

企画提案書の提出者として選定された事業者は、以下の通り企画提案書を提出してく

ださい。なお、所定の期間内に企画提案書を提出されなかった場合は、申込みを辞退した

mailto:sfuku08@city.meguro.tokyo.jp
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ものとみなします。 

企画提案書の様式は、目黒区公式ウェブサイトからダウンロードをお願いいたします。 

ア 提出方法および提出先 

下記提出先あて、持参により提出してください。（郵送・ＦＡＸ・メールによる提出は

受け付けません。） 

目黒区上目黒２－１９－１５ 

目黒区健康福祉部生活福祉課自立支援・審査係（目黒区総合庁舎本館２階） 

担当 﨑野・犬塚 

イ 提出期限 

   令和８年１月１３日（火）午後５時まで 

ウ 提出部数 

    正本１部、副本７部 

※副本はパンフレット等の添付資料含め、法人・団体名等がわからないよう必ず全てマ

スキング処理等の加工を行ってください。（事業提案者が特定又は推測できるような

ロゴマーク等含む。） 

エ 提出書類 

（別紙２）「提出書類一覧」のとおり 

オ 留意事項 

（ア）提出書類は、（別紙２）「提出書類一覧」に記載の番号のインデックスを貼付の上、順

番どおりに上から順に綴ってください。 

（イ）企画提案書は（別紙１）業務委託概要を踏まえ、事業目的達成に対応したものとし、

（別紙３－1）企画提案書における評価の視点、（別紙３―２―１、３－２－２）令和８

年度目黒区被保護者特定保健指導業務委託事業者選定基準（以下「選定基準」という。）

を参照の上、作成してください。 

（ウ）見積書等は令和８年４月から令和９年３月末日までの事業の実施体制等を踏まえ、１

か月あたりの経費（人件費・保険料・その他必要となる経費）を算出したうえでその内

訳を明記してください。 

提案上限額は「４ 提案限度価格」のとおりとします。 

ただし、次の条件に従ってください。 

※１ 区が用意したもの以外の案内文等を使用する場合には事前に区と協議するこ

と。独自に作成する案内文等にかかる費用については受託者の負担とする。           

※２ 支援対象者及び保健指導対象者数は「６ 委託事業の概要」（２）のとおり。 

※３ 当該業務に従事する者は「保健師又は看護師、管理栄養士」のいずれかの資

格を有しており、特定保健指導及び CKD重症化予防業務の保健指導に従事でき

ること。 

※４ １週間当たりの勤務日数は４日（常時人を配置する）とし、週４日のうち保
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健師又は看護師を２日以上配置するものとすること。勤務時間は午前９時から

午後５時まで（１２時～１３時までは休憩時間とする）とする。ただし、目黒

区が必要と認めた場合はこの限りではない。 

※５ 単価・経費については、全て消費税込みの金額とすること。 

（エ）企画提案書に関連するパンフレット等の資料は添付可としますが、パンフレットを除

き、書類は原則Ａ４判で作成してください。（文字のポイント、レイアウト等の定めは

特にありません。） 

（オ）応募に必要な経費はすべて応募事業者の負担とし、提出された書類は返却しません。 

（カ）提出期限までに提出書類が到達しなかった場合は、参加資格を失います。また、提出

期限以降における提案書類の差替え及び再提出は認めません。 

ただし、区が必要と判断した場合は、追加資料を求める場合があります。 

（キ）企画提案書等の内容に虚偽の記載がある場合は、該当提案内容を無効とします。 

（ク）応募書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、区は、事業者の公表等必要な場

合には、応募書類等の内容を無償で使用できるものとします。また、区に公開請求があ

った場合に、事業者の承諾を得たうえで公開することがあります。 

 

11 審査基準 

選定委員会が選定基準に基づき審査を行います。詳細は、（別紙３－２－１、３－２－

２）選定基準を参照してください。 

 

12 選考方法 

（１）第一次審査（書類審査） 

応募資格、提案概要等を審査します。 

応募事業者が多数の場合は、第一次審査で３事業者以内を選定します。 

ただし、第一次審査において複数事業者が同順位であって上位３事業者に収まらない

場合は選定委員会で合議の上、順位を決定します。 

（２）最終審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

第一次審査を通過した事業者に対して区が指定する日時（令和８年１月２６日）に、

企画提案内容に関するプレゼンテーション及び選定委員会によるヒアリングを行いま

す。実施方法は、プレゼンテーション(２５分以内)及びヒアリング(２０分程度)を行い

ます。詳細は第一次審査結果を通過した事業者に対して別途ご案内します。 

最終審査は第一次審査の評価結果とプレゼンテーション及びヒアリングの評価結果

を合算し、総合的に審査します。 

なお、申し込みから最終審査までの間、必要により、他自治体で受託中の類似事業に

ついて実地調査を行うことがあります。 

（３）事業者決定 
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最終審査後、選定委員会で合議の上、委託予定事業者を決定します。 

（４）審査結果 

 応募事業者に個別に通知します。なお、審査の経緯に関する質問及び審査結果に対す

る異議申立には一切応じません。 

 

13 契約に際しての留意点 

 委託契約の締結に際しては、企画提案の詳細について別途協議・調整のうえ、企画提案

の内容を一部変更して契約することがあります。協議・調整が整った後に、契約の相手方

となる事業者は、詳細な経費を積算した見積書を再度提出することとなります。 

 

14 開示請求等  

（１）提案書は本件に係る審査結果を公表後、結果の如何に関わらず、開示請求があった場

合は、目黒区情報公開条例（平成１２年１２月目黒区条例第５８号）の趣旨に則し、原

則全部開示とします。したがって、全部開示されることを前提に、独自ノウハウ等の開

示されることで法人等に明らかに不利益になる事項及び受託している実務実績につい

ては様式３ 「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」に記載のうえ提出し

てください。 

 なお、不開示部分についての最終判断は区で行いますので、必ずしも疎明書に記載さ

れたすべての部分が不開示になるというわけではありません。 

（２）様式３「提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書」には、法人名、提案書の

該当ページ、不開示を希望する部分、具体的な理由、目黒区情報公開条例上の該当条文

を明記してください。 

なお、提案内容に関する不開示希望部分・理由の疎明書の提出があった場合は、目黒

区情報公開条例第１５条第１項に規定する任意的意見聴取において、意見書の提出が

あったものとみなしますが、疎明書の提出時と変化がないか等再度、状況の確認をさせ

ていただく場合があります。 

 

15 問い合わせ及び提出先 

 目黒区上目黒２－１９－１５ 

   目黒区健康福祉部生活福祉課自立支援・審査係 

目黒区被保護者特定保健指導業務委託事業者選定委員会事務局 﨑野・犬塚 

   TEL０３－５７２２－９３４８ 

FAX ０３－５７２２－９３４０ 

   電子メール：sfuku08@city.meguro.tokyo.jp                  

以 上 


